
(57)【特許請求の範囲】
【請求項０１】
　支持体と鋳込み位置とを相対的に運動させ、この運動の間液体を、液体帯流を形成する
のに必要であるよりも大きな量で、支持体に鋳込み位置において液体帯流の形成下に鋳込
み、過剰量の液体を導出位置において導出し、かつ流出方向で液体帯流を形成固化させる
ようにして行う、液体から積層体或いは箔としての薄い層を連続的に形成する方法におい
て、

を特徴とする方法。
【請求項０２】
　液体を鋳込み位置において、形成する液体帯流に対して、α≦９０°の下に供給するこ
とを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項０３】
　特に≦２００μｍの厚みの液体帯流を形成するために必要な液体を、鋳込み位置におい
て、形成する液体帯流に対して、α≦６０°の下に供給することを特徴とする請求項１或
いは２に記載の方法。
【請求項０４】
　＞２００μｍｍの厚みの支持体を形成するために、鋳込み位置の前方の液体中において
、超過圧Ｐ４を周囲圧に対して調節することを特徴とする請求項１から３までのいずれか
一つに記載の方法。
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【請求項０５】
　≦２００μｍｍの厚みの層を形成するために、鋳込み位置の前方の液体中において超過
圧Ｐ４を周囲圧に対して調節することを特徴とする請求項１から４までのいずれか一つに
記載の方法。
【請求項０６】
　圧力Ｐ５を周辺圧力に対して大きく調節することを特徴とする請求項４或いは５に記載
の方法。
【請求項０７】
　過剰量の液体を、鋳込み位置から離れた位置で、導出位置において取出すことを特徴と
する請求項１から６までのいずれか一つに記載の方法。
【請求項０８】
　液体帯流を形成するために必要な量の液体の２倍から１０倍の量の液体を供給すること
を特徴とする請求項１から７までのいずれか一つに記載の方法。
【請求項０９】
　導出された液体を戻すことを特徴とする請求項１から８までのいずれか一つに記載の方
法。
【請求項１０】
　支持体と流れ形成装置が相対的に運動可能であり、支持体と協働して流出路を形成する
流出制限部分、供給路および過剰量の液体を導出するための導出路とを備え、この場合、
供給路と導出路間において、流れ形成装置の下側面が支持体と共に流動路を形成している
、薄い層を形成するために液体を支持体上にもたらすための流れ形成装置において、供給
路（２）が流出路（５）に隣接してかつ導出路（４）の手前に設けられていることを特徴
とする流れ形成装置。
【請求項１１】
　供給路（２）が流出路（５）とα≦９０°の角度を形成していることを特徴とする請求
項１０に記載の流れ形成装置。
【請求項１２】
　＞２００μｍの層厚みの層を造るために角度αが６０°～９０°であり、＜２００μｍ
の層厚みの層を造るための角度αが３０°～６０°である請求項１１に記載の流れ形成装
置。
【請求項１３】
　流出制限部分（６）がくさび状の終端部分（１９）を備えており、この終端部分が流出
路（５）と供給路（２）の下方部分を区画していることを特徴とする請求項１０或いは１
２に記載の流れ形成装置。
【請求項１４】
　くさび状の終端部分（１９）が解離可能に流出制限部分（６）に固定されていることを
特徴とする請求項１３に記載の流れ形成装置。
【請求項１５】
　供給路（２）が鋳込み方向で先細りに形成されていることを特徴とする請求項１０から
１４までのいずれか一つに記載の流れ形成装置。
【請求項１６】
　流動路（３）が鋳込み位置から導出位置方向に拡大されていることを特徴とする請求項
１０から１５までのいずれか一つに記載の流れ形成装置。
【請求項１７】
　流れ形成装置（１）の下側面（１０）が供給路（２）と導出路（４）との間の領域内で
賦形されて構成されていることを特徴とする請求項１０から１６までのいずれか一つに記
載の流れ形成装置。
【請求項１８】
　導出路（４）が液体を戻すためのポンプに接続されていることを特徴とする請求項１０
から１７までのいずれか一つに記載の流れ形成装置。
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【請求項１９】
　流れ形成装置（１）の内領域に心部（８）が設けられており、この心部が供給路（２）
、流動路（３）および導出路（４）を区画していることを特徴とする請求項１０から１８
までのいずれか一つに記載の流れ形成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、支持体と鋳込み位置とを相対的に運動させ、この運動の間液体を、液体帯流を
形成するのに必要であるよりも大きな量で、支持体に鋳込み位置において液体帯流の形成
下に鋳込み、過剰量の液体を導出位置において導出し、かつ流出方向で形成される液体帯
流を固化させるようにして行う、液体から積層体或いは箔としての薄い層を連続的に形成
する方法に関する。
【０００２】
更に、本発明は支持体と流れ形成装置 (Fliesser)が相対的に運動可能であり、支持体と協
働して流出路を形成する流出制限部分、供給路および過剰量の液体を導出するための導出
路とを備え、この場合、供給路と導出路間において、流れ形成装置の下側面が支持体と共
に流動路を形成している、薄い層を形成するために液体を支持体上にもたらすための流れ
形成装置に関する。
【０００３】
【従来の技術】
液体から積層体或いは箔としての薄い層を連続的に造るためのこのような方法はドイツ連
邦共和国特許第４１　３１　８４９号公報から公知であるが、この方法にあっては液体は
導出位置の手前で供給される。流出路に到達以前に、過剰の液体が導出路を経て導出され
、従って、上方の液体層で形成される乱流は、導出される液体によって除去される。この
公知の方法とこの方法に属する流れ形成装置により、品質上良好な層を形成することが可
能である。
【０００４】
しかし、溶融物と支持体間の熱交換が最適に行われないと言うことも明らかになった。こ
の限り、流れ形成装置内において溶融物が早期に固化する危険が生じ、これにより積層工
程が阻害される。
【０００５】
【発明を解決しようとする課題】
本発明の根底をなす課題は、溶融物と支持体間の熱交換が均一に行われ、圧力制御を容易
に行うことができ、かつ全積層工程を安定して行うことが可能な方法および装置を提供す
ることである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題は本発明による方法にあって、

【０００７】
過剰量の液体を鋳込み位置から流出方向とは反対方向で導出位置に案内することにより、
流れ形成装置の流動路内での溶融物の早期の固化の危険が回避され、従って積層工程の阻
害を低減されるか、もしくは排除すらされることが分かった。流出方向とは、液体帯流を
形成する液体部分が流れ形成装置から流出する方向を意味する。これは、流れ形成装置の
流動路内における液体が、支持体が運動している場合は支持体の運動方向と反対方向で、
そして支持体が静止している場合は流れ形成装置の運動方向で案内されることを意味する
。過剰量で供給される液体の一部分は鋳込み位置の領域内において反転され、液体帯流を
形成するのに利用される。
【０００８】
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くとも支持体／液体接触領域内において、層流として案内することによって解決される。



上記ドイツ連邦共和国特許第４１　３１　８４９号公報から公知の液体案内に比して本発
明による液体案内の利点は、溶融物と支持体間の熱交換が十分に均一に行われることであ
る。
他の利点は、導出路における負圧形成のための構成を必要としないので、プロセスの圧力
制御が容易であることである。方法のパラメータの調整は重要ではない。何故なら積層工
程が安定しているからである。
【０００９】
特に鋳込み位置における液体は、形成される液体帯流に対して、≦９０°の角度αで供給
される。角度αの調整により積層体の厚みが制御される。これにより二つの方法可能性が
得られる。
積層体の厚みをｄ 2  ／２（この場合ｄ 2  は流れ形成装置の流出路の高さである）よりも小
さく選択しようとする場合、負圧Ｐ４は流出路内の鋳込み位置の前方で周囲に対して調節
される。この負圧は特にとがり角度αを調節（特に３０°～６０°に）することによって
発生される。これにより極めて良好な品質を有する厚さ≦２００μｍを有する薄い積層体
を造ることが可能である。
【００１０】
　積層体厚みが流出路の半分の高さｄ 2  より大きいか、或いはこれと等しい厚みの積層体
を所望する場合は、圧力Ｐ４は周辺圧力よりも大きいか或いは周辺圧力と等しい。この超
過圧を形成するため、角度αは６０°～９０°間の値に調節される。これにより、極めて
良好な層品質を有する、 が得られるか薄い層を造る場合も、また
厚い層を造る場合も、圧力Ｐ５は周辺圧力よりも大きい値に調節される。これらの圧力Ｐ
４とＰ５は流れ形成装置の流動路内の流動抵抗を介して結合されており、従ってこれらの
圧力は流動路の構造により調節される。
【００１１】
過剰量の液体を使用して作業を行った際、積層体の品質、特に層厚みの一定性に関して明
白に改善されることが明らかになっか。
特に液体帯流を形成するのに必要な液体量の２～１０倍の量を使用して作業が行われる。
過剰量の液体は鋳込み位置から離れた導出位置において取出され、そこから特に戻される
。
【００１２】
　

　

【００１３】
異なる角度αを調節することが可能であるようにするため、流出制限部分が設けられてい
る。この流出制限部分は流出路と供給路の下方の部分とを区画しているくさび状の終端部
分を備えている。このくさび状の終端部分は特に流出制限部分に取外し可能に固定されて
いる。これにより、薄い積層体を造るために、３０°～６０°の角度αを備えたくさび状
の終端部分が、そして厚い積層体を造るためには＞６０°～９０°の角度αを備えたくさ
び状の終端部分が使用される。薄い積層体を造るには、負圧が鋳込み位置の手前の領域内
において、供給路を鋳込み位置の方向で先細りに形成することにより、そして流動路が特
に鋳込み位置から導出位置へと拡大されていることにより、更に強められる。
【００１４】
適当なくさび状の終端部分を選択することにより、方法上形成される圧力挙動を、鋳込み
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厚さ＞２００μの積層体

層品質の改善は、本発明による液体案内により、層厚みの変動を招く乱流が生じないこ
とに帰される。即ちこのことは、上記のように、本発明による方法にあっては、過剰量の
液体が鋳出し位置から流出方向と反対方向で導出位置に案内され、かつ鋳込まれた液体は
鋳込み位置と導出位置の間において少なくとも支持体／液体接触領域内において層流とし
て案内されることによって達せられる。この場合、乱流は液体供給流と液体帯流との合流
の領域内に限られ、積層結果に影響を与えない。

本発明による薄い層を形成するための支持体への液体の供給を行う流れ形成装置にあっ
ては、供給路が流出路に隣接して導出路の手前に設けられていて、この供給路は流出路と
共にα≦９０°の角度を形成している。



位置の領域内と導出位置の領域内において調節することが可能となり、しかもこの場合付
加的な加圧装置を必要としない。液体を戻し案内するための、戻し導管に接続されている
ポンプを必要とするのみである。
流動路内の圧力比の微細な決定は、流れ形成装置の供給路の前方と導出路の後方の流動路
の領域内の下側面が賦形されて構成されていることによって達せられる。特に、供給路の
前方と導出路の手前の流れ形成装置の下側面は上方へと陥没されたアーチ形を有しており
、従って供給位置の前方における負圧の形成が助成される。
【００１５】
流れ形成装置の特別な構成は、流入制限部分と流出制限部分との間の内領域に、供給路、
流動路および導出路を区画する心部が設けられていることによって達せられる。
流出制限部分／支持体（ｄ 1  ) と流出制限部分間隔／支持体（ｄ 2  ) 表面間隔は予め調節
することが可能であるか、或いは流れ形成装置は自由に支持体上に載ることができる。即
ち、液体上を浮遊可能であり、従ってｄ 1  とｄ 2  は流動挙動および圧力に相応して調節さ
れる。流れ形成装置は保持装置に固定することも可能であり、その際前端部に或いは後端
部に回転可能に支承されている。その際、流れ形成装置は支持体に対して平行な位置を占
めない。流動を最適化するため、流れ形成装置はｄ 2  を変えることができるような構成に
より固定することが可能である。
【００１６】
以下に添付して図面に図示した発明の実施の形態により本発明を詳細に説明する。
【００１７】
【発明の実施の形態】
図１には流れ形成装置１が概略縦断面図で示されており、その下方には帯状の支持体３０
が矢印方向で運動している。この流れ形成装置１の前面側は流入制限部分７によって形成
されており、この流入制限部分は前方へと傾斜して設けられており、間隔ｄ 1  で支持体３
０上で終わっている。従って、この流入制限部分７と支持体３０の表面との間には間隙１
８が形成される。
【００１８】
流入制限部分７と流動体の内側に設けられている心部８との間には導出路４が存在してい
る。
心部８の下側面１０と支持体３０との間には流動路３が形成されており、この流動路は供
給路２を導出路４と結合している。供給路２は心部８の背面と流出制限部分６によって区
画されている。
【００１９】
　積層するために供給される液体は供給路２を経て上方から支持体３０へと供給され（鋳
込み位置）、そこで液体が分割される。僅かな部分流は流出路５内に反転され、液体量の
大部分は流動路３に到達し、その際過剰量の液体は導出路４を経て
流れ形成装置１は付加的に更に側壁を備えており、この側壁は図１においては図示されて
おらず、路を側方で仕切っている。
【００２０】
間隙１８の領域内で、液体の表面は露出して存在している。この位置において、液体と支
持体表面間に気泡が形成しないように注意を払わなければならない。このような気泡は、
液体を圧力に関して、超過圧メニスカス３４が形成されるように案内することにより十分
に回避することが可能である。圧力Ｐ１と、特に圧力Ｐ５は、これらの圧力が周辺圧力以
上であり、これにより液体が超過圧メニスカス３４が形成されるほんの僅か間隙１８内に
圧入力されるように調節される。圧力Ｐ５はもちろん、間隙１８が液体で充満される程に
高く調節されてはならない。
【００２１】
供給路２を経て過剰に供給路２される液体は、支持体３０上に層の形成が最適に行われる
ような温度を有している。分岐位置３３から導出路４への途上において液体は冷却され、
その際支持体３０は相応して加熱され、従って支持体上に流出路の領域内において層の最
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導出されて戻される。



適な形成に望ましい温度を備える。流動路３の断面と供給路２の断面は、支持体３０の加
熱に必要な液体量に適合されていて、流出路５の断面よりも大きい。
【００２２】
流動路３内の液体が本質的に支持体３０の表面と心部８の下側面とにより案内されるので
、その際に液体帯流３６の形成の際流出路５内において不都合な乱流が形成しないように
注意を払わなければならない。
流動路３内の液体流は層流が達せられるように調節される。流動プロフイルは図７におい
て示した。速度勾配は、このような間隔では支持体３０の上方にあっては、ほぼ流出路５
の高さに相当する零に等しい。この高さの下方では速度勾配は逆になる。
【００２３】
流出制限部分６は交換可能なくさび状の終端部分１９（図２と図３参照）を備えている。
図２よるくさび角度αは６０°以上であり、これに対して図３によるくさび角度αは６０
°である。終端部分１９が交換可能であることにより、流出路５と流動路内の圧力挙動を
適当に調節し、こうして層厚みを形成することが可能である。
【００２４】
くさび状の終端部分１９の端部において、フイルム形成メニスカス３５が形成され、この
メニスカスは固化した液体帯流３１内に移行している。
図３と図４から認められるように、液体帯流３１の既に固化した部分は流出路５内に延在
している。液体帯流が既に部分的に流出路５内で固化することにより、メニスカスの変動
による液体帯流３１の厚み変動が十分に回避され、従って、液体帯流３１の最適な品質が
達せられる。
【００２５】
図２に示したように、供給路は一定の断面を有している。図２に示したくさび状の終端部
分１９を図３に示したくさび状の終端部分１９と交換した際、くさび角度αが僅かなので
同時に供給路２の先細りが誘起される。
流動路３は図２においても、図３においても、導出位置方向で拡大するように形成されて
いる。この目的のため、心部８は図６に示したように、下側面が賦形されており、湾曲し
た下側面１０を備えている。
【００２６】
流出路の高さがｄ＝０，５ｍｍである図１に示した流れ形成装置により、鉛青銅から成る
予め研磨された支持体上に、アルミニウム－鉛－合金 ( ＡｌＰｂ 1 0 ) が盛られる。支持体
の速度は１ｍｍ／秒である。鉛青銅の最大許容温度は鉛の溶融温度にあって約３２５℃で
あが、他方アルミニウム－鉛－合金の均質化温度は約１２００℃である。アルミニウム－
鉛－合金は４０ｃｍ 3  ／秒の量で供給される。この量のうち３４ｃｍ 3  ／秒は再び導出さ
れ、従って約７倍の過剰量の液体で作業が行われる。流れ形成装置の領域内の鉛青銅の表
面層は約６００℃に加熱れさ、従って支持体とアルミニウム－鉛－合金間の最適な結合が
達せられる。公知技術による流れ形成装置によっては、約２００μｍの塗布されるべき液
体フイルムにあって、結合に必要な温度を達することは不可能である。何故なら、薄い液
体層の熱容量が十分でないからである。＜２００μｍの層厚みを形成するために、以下の
ような圧力が選択される。即ち、Ｐ２＝１，１バール、Ｐ３＝１，１バール、Ｐ４＝０，
９バールおよびＰ５＝１，０５バールが選択される。厚い積層体には、即ち＞２００μｍ
の厚みには、以下のような圧力が選択される。即ち、Ｐ１＝１バール、Ｐ２＝１，１バー
ル、Ｐ３＝１，１５バール、Ｐ４＝１，１バールおよびＰ５＝１，０５バールが選択され
る。
【００２７】
図５から見られるように、導出路４は戻し導管４３を経て貯槽４０と結合されている。戻
し案内のため、ポンプ４４が設けられており、このポンプは流れ形成装置内の圧力制御に
はもはや使用されない。
【００２８】
【発明の効果】
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本発明による方法および装置により、溶融物と支持体間の熱交換が均一に行われ、圧力制
御を容易に行うことができ、かつ全積層工程を安定して行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　液体と支持体とを備えた流れ形成装置の縦断面図である。
【図２】　供給路が一定の断面を備えた図１による流れ形成装置の部分縦断面図である。

　供給路が先細りに形成されている図１による流れ形成装置の部分断面図である
。
【図４】　固化した液体帯流を備えた流出路の断面図である。
【図５】　付加装置を備えた流れ形成装置の概略図である。
【図６】　他の実施の形態による流れ形成装置の図である。
【図７】　流動路内の流動プロフイルを示す図である。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【図３】



【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

(8) JP 3640438 B2 2005.4.20



フロントページの続き

(74)代理人  100092244
            弁理士　三原　恒男
(74)代理人  100093919
            弁理士　奥村　義道
(72)発明者  トーマス・ベレンベルク
            オランダ国、６４６６　ケルクラーデ、プリックステーンヴエーク、６８
(72)発明者  インゴ・シユタインバッハ
            ドイツ連邦共和国、５２１３４　ヘルツオーゲンラート、ローラントストラーセ、１０９

    審査官  村山　禎恒

(56)参考文献  国際公開第９３／００５９０６（ＷＯ，Ａ１）
              米国特許第０３５３３８３３（ＵＳ，Ａ）
              米国特許第０３４９６０１２（ＵＳ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              B05C  5/02
              B05D  1/26

(9) JP 3640438 B2 2005.4.20


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

